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　総　事　業　費 ①＋④ 2,353 1,801

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

1,940

0.06

9,000

1,940

100

145

0 0

36

人

人 0

262 153

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

100

人

人

222活動指標①

0

1,400

4545

100117 100

40
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地方債
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整理番号 48-3 作成部署 生涯学習部体育課
スポーツ大会出場費助成事
業

事務事業名 890

課長職名事務区分

豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 川幡博行

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

山田隆二 平成19年6月

　国際、全国又は全道規模のスポーツ大会に役員又は選手として出場する市民

国際、全国又は全道規模のスポーツ大会に役員又は選手として出場する費用(交通費
及び宿泊費)の一部を助成することにより、市民の自発的なスポーツ活動の振興を図る
ことを目的とする。

1,400

作成日

スポーツとレクリエーション

根拠法令等

１　計　画　（プラン）

スポーツ大会出場費助成規則

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　 意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

節
施策

18
年
度
ま
で

19
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）

　国際、全国、全道規模のスポーツ大会に役員又は選手として出場する費用(交通費及
び宿泊費)の一部助成事業
●助成限度額
(１)国際規模の大会（国外開催）　30,000円　・　（国内開催）20,000円
(２)全国規模の大会（道外開催）　20,000円　・　（道内開催）10,000円
(３)全道規模の大会　　　　　　　　  5,000円

●同　　上

17年度（決算）

0.06 0.06

全道大会出場者数

1,400

9,000 9,000

1,813 1,261

0.06

540

活動指標③ 国際規模大会出場者数

助成目標数
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■

□

□

□

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

公
平
性

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）

3

　市民に対する助成であることと、助成の対象を交通
費と宿泊費に限定していることから、本事業は妥当で
ある。

　全国、全道大会出場者への助成制度により、市民ス
ポーツの振興、普及が図られるとともにトップクラスの
競技力、技術力を所属団体及び地域等で指導してい
ることから、本事業は市民にとって有効である。

妥
当
性

3

有
効
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

３　評　価　（チェック）

整理番号 48-3

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

　判　　　　定

3

法律で実施が義務付けられている事務事業か

【外部評価】

[※参考]

ー

　昨年度、助成限度額や対象大会及び対象会場等を
検討し、制度全体の見直しを実施したので、当分の間
現状のまま継続する。

　一次評価のとおり。

外部評価委
員会の総合

判定

□休・廃止
□終了

【２次評価】

□終了

□拡大重点化

行財政構造改革推進
本部の総合判定

□拡大重点化
■現状継続

前年度の
２次評価

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　□有　　　　　■無

　全国、全道大会出場者は、年度によりばらつきはあ
るものの、昨年度より札幌市をはじめとする近隣市町
村で開催する大会は対象外としたことにより、経費の
面で効率性を図っている。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

評点区分 　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

効
率
性

見直し

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

　時代と共にスポーツの競技種目も増えており、助成対象、基準の見直しなどは今後も検討
していく。（平成18年度から助成限度額と対象となる大会の見直しを行なっている。）

■現状継続
□見直し

【１次評価】

事務事業担当部局の
総合判定

今後の方向性

□統合

今後の方向性

□見直し
□統合
□休・廃止
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